
総代会制度について
　信用金庫は、会員同士の「相互信頼」と「互恵」の精神を基本理念に、会員一人ひとりの意見を最大の価値とする協同組織金融 

機関です。したがって、会員は株式組織の銀行などと異なり出資口数に関係なく、一人一票の議決権を持ち、総会を通じて当金庫の
経営に参加することとなります。しかし、当金庫は、会員数が約1万5千人であることから、総会の開催は事実上不可能なため、会員
の総意を適正に反映し、充実した審議を確保するため、総会に代えて総代会制度を採用しております。
　この総代会は、決算や取扱い業務の決定、理事、監事の選任等の重要事項を決議する最高意思決定機関です。したがって、総代会
は総会と同様に、会員一人ひとりの意見が当金庫の経営に反映されるよう、会員の中から適正な手続きにより選任された総代により
運営されます。
　また、当金庫では総代会に限定することなく、日常の事業活動を通じて総代や会員とのコミュニケ―ションを大切にし、さまざま
な経営改善に取組んでおります。

第76期通常総代会の決議事項
　令和6年6月14日に開催されました第76期通常総代会において次の事項が付議され、各議案とも原案のとおり承認されました。

報告事項「第76期（令和5年4月1日から令和6年3月31日まで）
業務報告、貸借対照表および損益計算書の内容報告の件」　

決議事項
第1号議案　「 第76期（令和5年4月1日から令和6年3月31日まで）  

剰余金処分案承認の件」
第2号議案　「会員除名の件」（定款第15条第1項）
第3号議案　「所在不明の会員除名の件」（定款第15条第2項）
第4号議案　「総代候補者選考委員選任の件」
第5号議案　「任期満了に伴う理事および監事選任の件」
第6号議案　「退任理事および退任監事に対する退職慰労金贈呈の件」

総代とその選任方法
（１）［総代の任期・定数］

⃝�総代の任期は3年です。
⃝�総代の定数は、70人以上90人以内で、会員数に応じて  

選任区域ごとに定数が定められております。
⃝�令和6年6月14日現在の総代数は75人で、  

会員数は14,829人です。

（２）［総代の選任方法］
　総代は、会員の代表として、会員の総意を当金庫の経営に
反映する重要な役割を担っております。
　そこで、総代の選考は「総代候補者選考基準」（注）に基づき、
次の3つの手続きを経て選任されます。
① 会員の中から総代候補者選考委員を選任する。
② その総代候補者選考委員が総代候補者を選考する。
③ その総代候補者を会員が信任する。  
（異議があれば申し立てる）。

（注）総代候補者選考基準
　①資格要件　⃝当金庫の会員であること等
　②選考基準　⃝総代として相応しい見識を有している方
　　　　　　　⃝良識を持って正しい判断ができる方
　　　　　　　⃝人格に優れ、金庫理念・使命を十分理解している方
　　　　　　　⃝その他総代候補者選考委員が適格と認めた方

選考委員
会　員
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総代候補者

選考基準に基づき総代候補者を選考

総代会の議決に
基づき理事長が
選考委員を委嘱
し、選考委員の
氏名を店頭掲示

会員の総意を適正に
反映するための制度

理事会は、総代
候補者氏名を
店頭掲示し、
所定の手続き
を経て、会員の
代表として総代
を委嘱

理 事 会
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総 代 会
総　代決算に関する事項、理事・監事の選任等

総代会は、会員一人ひとりの意見を適正
に反映するための開かれた制度です。
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総代のご紹介
令和6年6月14日現在

地区及び選任区域 総代数 氏　名【敬称略・順不同】、（　）内は就任回数＊

第１区
蒲生郡日野町・

東近江市（旧蒲生町）
13

石岡英明(3)　　植田敏夫(3)　　遠藤芳夫(3)　　岡永治郎(3)　　岡　幸一(3)　　門谷英一(1)　　杉浦貴子(1)
冨田正夫(3)　　福地滋夫(1)　　藤﨑晃史(1)　　瀧本伸治(2)　　小林耕次(1)　　中島厚輝(3)

第２区
東近江市

（旧五個荘町、旧能登川町）
14

奥村忠男(3)　　澤　　博(3)　　清水洋市(3)　　善住慎一(3)　　田邉長司(3)　　辻野宜昭(2)　　出路敏秀(3)
大橋史和(1)　　森　一浩(2)　　足立　剛(3)　　大橋正康(1)　　髙田純範(3)　　三輪國男(3)　　南万寿夫(2)

第３区
東近江市（旧永源寺町）

4 池田則之(3)　　小椋喜久雄(3)　加藤　正(3)　　久田茂一(3)

第４区
甲賀市・湖南市・栗東市

12
上杉　弘(3)　　大原正博(1)　　秀熊順治(2)　　土田仁志(1)　　片岡久伸(2)　　山中修治(3)　　吉田惣一(3)
竹田幸夫(3)　　松原修一(2)　　奥村正雄(3)　　髙畑伊久夫(1)　能川三夫(3)

第５区
東近江市（旧八日市市、旧湖東
町、旧愛東町）・近江八幡市・
彦根市・長浜市・守山市・草津
市・大津市・愛知郡・犬上郡・
蒲生郡竜王町・野洲市・米原
市・高島市

32

小島繁郎(3)　　小林弘和(3)　　堤　吉男(3)　　向　春美(2)　　中村成実(3)　　西村圭司(3)　　肥夏広人(3)
二橋省之(3)　　堀　英昭(3)　　村防勝公(3)　　前田範夫(1)　　山田隆弘(3)　　山田　洋(3)　　和田　進(3)
籠谷　昇(1)　　渡辺一郎(3)　　岩嶋益明(3)　　平岩喜剛(1)　　清水道治(1)　　喜多良道(2)　　髙村　潔(3)
田中敏彦(3)　　西澤大輔(3)　　斉藤香一(1)　　森　　亘(3)　　岡田義晶(2)　　黄地常久(3)　　加藤勝彦(3)
滝田清一良（3）　外村善一(2)　　廣田忠男(3)　　西川博章(2)　　

＊ 信用金庫業界の「総代会の機能向上策等に関する業界申し合わせ」に基づき、総代選任規程を一部改定し、総代の就任期間を定め、平成28年7月5日からの
就任回数を表示しております。

総代の属性等別構成比 （令和6年6月14日現在）※業種別構成比は日本標準産業分類の大分類に準じて記載しております。

地区を５区の選任区域に分け、各選任区域ごとに総代の定数を定める。
《総代が選任されるまでの手続きについて》

 異議申出期間（公告後２週間以内）

a.b　いずれか選択

総代会の決議により、選任区域ごとに会員のうちから選考委員を委嘱

選任区域ごとに選考委員が総代候補者を選考 理事長に報告

a. 他の候補者を選考 b. 欠員（選考を行わない）

総代の氏名を店頭に1週間掲示

総代候補者の氏名を1週間店頭に掲示

選考委員の氏名を店頭に掲示

右記掲示について京都新聞に公示

⃝会員から異議がない場合
　または
⃝選任区域の会員数の1/3未満の会員
　から異議の申出があった総代候補者

⃝選任区域の会員数の1/3以上の会員
　から異議の申出があった総代候補者

当該総代候補者が選任区域の
総代定数の1/2以上

当該総代候補者が選任区域の
総代定数の1/2未満

理事長は総代に委嘱

❸ 総代の選任

❷  総代候補者 
の選考

❶  総代候補者選考 
委員の選任

年代別
構成比
（単位：％）

70代
以上
52.00

70代
以上
52.00

60代
24.00
60代
24.00

50代
17.33
50代
17.33

40代 6.6740代 6.67

業種別
構成比
（単位：％）

運輸業，郵便業　4.00運輸業，郵便業　4.00

卸売業，小売業
33.33

卸売業，小売業
33.33

生活関連サービス業，娯楽業　2.67生活関連サービス業，娯楽業　2.67

宿泊業，飲食サービス業　4.00宿泊業，飲食サービス業　4.00

学術研究，専門・技術サービス業　2.67学術研究，専門・技術サービス業　2.67
不動産業，物品賃貸業　4.00不動産業，物品賃貸業　4.00

金融業，保険業　1.33金融業，保険業　1.33

教育，学習支援業　1.33
サービス業（他に分類されないもの）　2.67
農業，林業　2.67
鉱業，採石業，砂利採取業　1.33

建設業
22.67

製造業
17.33
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